
○民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準 新旧対照表 
改正案 現行 

第２章 一般信書便事業 
第１節 事業の許可 

（趣旨） 
第３条 （略） 
（審査基準） 

第４条 許可は、法第７条第１項の申請書及び同条第

２項の添付書類に記載された事項について、次の各

号のいずれにも適合していると認められるときに

行う。 
（１）～（５） （略） 
（６）業務の一部の委託 

信書便の業務の一部を委託する場合は、次

のいずれにも適合していること。 
ア～ウ （略） 
エ 当該委託に係る契約又は計画の内容が、

当該業務を他の第三者に再委託（信書便物

の取集、運送及び配達の一部に係る再委託

であって、申請者が事前に承認したものを

除く。）するものではないこと。 
（７）～（１０） （略） 

 
第７節 信書便約款の認可・変更の認可 

（趣旨） 
第１１条 （略） 
 （審査基準） 
第１６条 認可は、次の各号のいずれにも適合してい

ると認められる場合に行う。 
（１）～（３） （略） 
（４）当該委託に係る契約又は計画の内容が、当該

業務を他の第三者に再委託（信書便物の取集、

運送及び配達の一部に係る再委託であって、申

請者が事前に承認したものを除く。）するもの

ではないこと。 
 

第３章 特定信書便事業 
第１節 事業の許可 

第２章 一般信書便事業 
第１節 事業の許可 

（趣旨） 
第３条 （略） 
（審査基準） 

第４条 許可は、法第７条第１項の申請書及び同条第

２項の添付書類に記載された事項について、次の各

号のいずれにも適合していると認められるときに

行う。 
（１）～（５） （略） 
（６）業務の一部の委託 

信書便の業務の一部を委託する場合は、次

のいずれにも適合していること。 
ア～ウ （略） 
エ 当該委託に係る契約又は計画の内容が、

当該業務を他の第三者に再委託するもので

はないこと。 
 
 

（７）～（１０） （略） 
 

第７節 信書便約款の認可・変更の認可 
（趣旨） 

第１１条 （略） 
（審査基準） 

第１６条 認可は、次の各号のいずれにも適合してい

ると認められる場合に行う。 
（１）～（３） （略） 
（４）当該委託に係る契約又は計画の内容が、当該

業務を他の第三者に再委託するものではない

こと。 
 
 
 

第３章 特定信書便事業 
第１節 事業の許可 



（趣旨） 
第２１条 （略） 
（審査基準） 

第２２条 許可は、法第３０条第１項の申請書及び同

条第２項の添付書類に記載された事項について、次

の各号のいずれにも適合していると認められると

きに行う。 
（１）～（４） （略） 
（５）業務の一部の委託 
   第４条第６号によること。この場合におい

て、同号エ中「取集、運送及び配達」とあるの

は、「運送及び配達」とする。 
（６）～（１０） （略） 

 
第８節 信書便の業務の一部の委託の認

可 

（審査基準） 

第２９条 法第３４条において準用される法第２３

条第１項の許可については、第２章第９節の規定を

準用する。この場合において、第１６条第４号中「取

集、運送及び配達」とあるのは、「運送及び配達」

とする。 

（趣旨） 
第２１条 （略） 
（審査基準） 

第２２条 許可は、法第３０条第１項の申請書及び同

条第２項の添付書類に記載された事項について、次

の各号のいずれにも適合していると認められると

きに行う。 
（１）～（４） （略） 
（５）業務の一部の委託 
   第４条第６号によること。 

 
 

（６）～（１０） （略） 
 

第８節 信書便の業務の一部の委託の認

可 

（審査基準） 

第２９条 法第３４条において準用する法第２３条

第１項の許可については、第２章第９節の規定を準

用する。 
 

 


